
平素より町田ボウリングセンターをご利用くださいまして

誠にありがとうございます。

５月４日(月)政府発表の緊急事態宣言延長と休業要請延長を受け

５月31日まで、休業を延長させて頂く事といたしました。

なお、５月14日の政府発表または各自治体において緊急事態宣言の

解除や休業要要請の緩和がなされた場合は期間内であっても営業を

再開する場合がございます。

詳細は弊社ホームページ・ＳＮＳにて発表致します。

ご利用いただいているお客様には大変、ご迷惑･ご心配をおかけいた

しますが、営業を再開する際には、ハウスボール・シューズの除菌、

飛沫防止シート、スタッフのマスク着用など万全の対策を期して

お客様をお迎えさせて頂きますので、今暫くお待ちいただきます

よう、何卒ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

臨時休業延長のご案内 


